
▲完成間近の新消防庁舎

　

議
案
第
88
号

「高
梁
市
保
育
士

養
成
奨
学
金
貸
付
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
」
は
、
他
の
奨
学
金
制
度

が
あ
る
た
め
廃
止
す
る
と
の
提
案

が
あ
り
ま
し
た
が
、
保
育
士
の
確

保
と
い
う
面
か
ら
奨
学
金
制
度
は

大
切
な
も
の
で
す
。
新
た
な
制
度

を
検
討
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、

よ
り
充
実
し
た
支
援
に
な
る
よ
う

に
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
94
号
、
議
案
第
96
号
、

議
案
第
97
号
お
よ
び
議
案
第
98
号

の
各
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
委

員
か
ら
こ
の
４
つ
の
議
案
に
対
し

て
、
看
護
職
や
介
護
職
な
ど
専
門

職
の
人
材
不
足
に
伴
う
職
員
の
業

務
負
担
増
、
超
過
勤
務
手
当
の
増

額
は
、
各
施
設
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
の
で
、
執
行
部
と
し
て
こ
の

大
き
な
課
題
に
真
摯
に
向
き
合
っ

て
、
問
題
解
決
に
当
た
る
よ
う
強

く
要
望
す
る
と
い
う
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

し
ん
し
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　令和 6 年第 6 回高梁市定例会では、 12 月補正予算を含む市長提出の議案 18 件のうち、 1 件を

承認とし、 残り 17 件を原案のとおり可決しました。 併せて、追加提出された議案 14 件を原案のとお

り可決しました。 また、 議員発議の乙議案 1 件は賛否が分かれましたが、原案のとおり可決しました。

　
　

議
案
第
１
０
４
号

「工
事
請
負
変
更

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
は
、
新
消
防

庁
舎
建
設
工
事
の
建
築
主
体
工
事
に
お

け
る
手
す
り
設
置
の
取
り
止
め
に
関
わ

る
も
の
で
す
。

　
　

審
査
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
、
手
す

り
設
置
の
取
り
止
め
は
妥
当
で
あ
る
。

本
来
の
目
的
に
沿
っ
て
、
安
く
て
い
い

も
の
を
造
る
こ
と
に
徹
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
っ
た
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
90
号

「工
事
請
負
変
更

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
」
で
は
、

新
消
防
庁
舎
建
設
工
事
の
電
気
設

備
工
事
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ス
ラ

イ
ド
条
項
の
適
用
に
関
し
て
、
執

行
部
か
ら
概
要
な
ら
び
に
具
体
的

な
計
算
式
な
ど
の
補
足
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
請
求
の
仕
組
み
、

積
算
単
価
の
根
拠
、
出
来
高
の
確

認
状
況
、
予
算
額
の
推
移
、
建
築

主
体
工
事
お
よ
び
機
械
設
備
工
事

に
係
る
請
求
の
有
無
な
ど
詳
細
に

わ
た
り
質
疑
が
な
さ
れ
、
公
共
工

事
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド

条
項
の
適
用
は
工
事
請
負
契
約
書

に
よ
る
も
の
だ
が
、
公
共
工
事
だ

け
に
適
用
さ
れ
る
条
項
で
あ
り
、

市
民
感
覚
で
は
理
解
し
難
く
、
増

額
さ
れ
る
予
算
は
市
民
の
血
税
で

あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
執
行

に
当
た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
っ
た
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

総
務
産
業
委
員
会

　

議
案
第
１
０
５
号
お
よ
び
議
案
第
１

０
６
号
の

「工
事
請
負
変
更
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
」
は
、
高
梁
こ
ど
も
園
建

設
工
事
の
電
気
設
備
工
事
お
よ
び
機
械

設
備
工
事
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド

条
項
の
適
用
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
執

行
部
か
ら
、
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の

概
要
な
ら
び
に
具
体
的
な
計
算
式
に
つ

い
て
補
足
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
、
請
求
の
仕
組
み
、
積

算
単
価
の
根
拠
、
工
期
の
延
期
に
伴
う

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
影
響
の
有

無
、
出
来
高
の
状
況
な
ど
詳
細
に
わ
た

り
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
文
教
委
員
会

インフレスライド条項とは？

Ｑ.労務単価の値上がりは、誰が判断するの？

Ａ.国が調査・判断をして、公共工事設計労務単価の改定を行います。

Ｑ.計算の仕方はどうするの？

Ａ.計算式：Ｓ＝②－①－（①×１％）

　　Ｓ(増額スライド額)　①(変動前の残工事費)　②(変動後の残工事費)

　　【例】変動前の残工事費が６０００万円の工事が変動後に６８００万円になるとすると

　　　　　６８００万円－６０００万円－(６０００万円×１％)

　　　　　＝８００万円－６０万円＝７４０万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→増額スライド額は７４０万円になる。

趣 旨 急激な価格水準の変動に対応する措置

対 象 工 事 契約締結した全ての工事で工期が2ヵ月以上残っているもの

変 更 対 象 賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価など

受注者の負担 変動前の残工事費の１％

   建設工事において、 急激な物価上昇が起き、 契約金額が著しく不適当となったときに契約金
額の変更を請求できる制度です。 公共工事だけに認められる制度で、 高梁市では工事請負契約
書第 27 条第 6 項に規定しています 。

令和６年度１２月補正予算を審議令和６年度１２月補正予算を審議

工事請負変更契約の締結について激論工事請負変更契約の締結について激論




